
 

令和２年 №46 

○東京学芸大学大学院学則の一部を改正する学則の制定 

 

改正理由 

教職大学院の課程における教員免許コースの実施に伴い，所要の改正を行うものであ

る。 

 

承認経過 

 令和２年９月９日 教育研究評議会 審議・承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



東京学芸大学大学院学則の一部を改正する学則を次のように制定する。 

 

  令和２年９月１０日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

令和２年学則第２号 

東京学芸大学大学院学則の一部を改正する学則 

  

 東京学芸大学大学院学則（平成16年学則第１号）の一部について，別紙新旧対照表

の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 

 

 

 



東京学芸大学大学院学則の一部改正について 

 

改正理由：教職大学院の課程における教員免許コースの実施に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

〔省略〕 

 

（標準修業年限等） 

第１０条 教職大学院の課程及び修士課程の標準修業年限は，２年とする。 

２・３ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

（教育方法の特例） 

第１４条 大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場合に

は，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な

方法により教育を行うことができる。 

 （教員免許コース） 

第１４条の２ 教職大学院の課程に，教育上の必要により学生に特別支援学校教員

免許状又は小学校教員免許状を取得させるため，特別支援学校教員免許コース及

び小学校教員免許コース（以下「教員免許コース」という。）を設ける。 

２ 教員免許コースを履修する学生の標準修業年限は，第10条第１項の規定にかか

わらず，３年とする。 

３ 教員免許コースに関し必要な事項は，別に定める。 

 

   〔省略〕 

 

（教職大学院の課程の修了要件） 

第１８条 教職大学院の課程に２年（第10条第２項の規定により履修する学生にあ

っては１年，第10条第３項の規定により履修する学生にあっては，認められた修

業年限の年数，第14条の２の規定により履修する学生にあっては３年）以上在学

し，46単位（別に定める履修基準に規定する教職専門実習10単位を含む。）以上

を修得した者については，教授会の議を経て，学長が教職大学院の課程の修了を

認定する。 

２ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

（標準修業年限等） 

第１０条 教職大学院の課程及び修士課程の標準修業年限は，２年とする。 

２・３ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

（教育方法の特例） 

第１４条 大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場合に

は，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な

方法により教育を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

（教職大学院の課程の修了要件） 

第１８条 教職大学院の課程に２年（第10条第２項の規定により履修する学生にあ

っては１年，第10条第３項の規定により履修する学生にあっては，認められた修

業年限の年数）以上在学し，46 単位（別に定める履修基準に規定する教職専門実

習10単位を含む。）以上を修得した者については，教授会の議を経て，学長が教

職大学院の課程の修了を認定する。 

 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 



 

  附 則 

１ この学則は，令和３年４月１日から施行する。 

２ この学則は，令和３年度入学者から適用し，令和２年度以前に入学した者につ

いては，なお従前の例による。 

 

 

 


